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はじめに 

 

本冊子は、国立市の歳入・歳出の各項目について、令和4（2022）年度の決算状況と令和5（2023）

年度の決算状況とを比較分析することを本旨としており、また同時に、前年度との比較分析の中で、

令和5（2023）年度の決算状況の推移・動向を捉え、注目すべきポイントを各カテゴリーにまとめた

ものです。 

 

決算資料というのは、一見すると無機質な数値と指標の羅列であり、それらから地方自治体の財

政状況を読み取るには相応の労力が必要となります。しかし、数値や指標の意味や背景を分析し、

年度ごとに前年度との増減理由を簡潔にまとめた記録があれば、財政分析が必要となった際に簡単

に過去の状況を確認することができます。本冊子は、このような考え方に基づいて作成しています。 

 

本冊子における各項目の数字は、国が地方財政全体の統計として実施している「地方財政状況調

査（通称「決算統計」）」の数値を用いています。 

地方自治体の歳入・歳出の主なものは一般会計に含まれていますが、条例を制定することで独自

に特別会計を設けることができます。そのため、一般会計にどのような経費が含まれているかは各

自治体で異なっていて、自治体間の比較ができません。そこで、決算統計では、国が示した統一の

基準に基づいて「普通会計」の決算を各自治体が調製し、比較分析しています。なお、国立市の「普

通会計」は、一般会計から介護保険事業会計（介護サービス事業勘定分）の額を控除する調整（純

計控除）をしたものです。そのため、本冊子の決算額は一般会計決算書の数値とは異なる場合があ

りますので、注意してください。 

 

また、前述した「決算統計」の基準により決算資料を整理し、コンパクトにまとめたものが「決

算カード」です。近年、自治体の財政を考える市民の方も積極的な活用を図っています。本冊子で

も、速報値に基づくデータをもとに作成した令和5（2023）年度決算のカードを、巻末に添付してい

ます。また、過去の決算カードは市のホームページに掲載していますので、あわせてご活用くださ

い。 

 

なお、巻末に財政用語等の解説をまとめた用語集を載せてありますので、本文中の専門用語等の

意味を調べる際にご活用ください。 

 

 これからの国立市政に資するため、令和5（2023）年度決算に関する本冊子が活用されることを願

います。 

 

 

 

令和 6（2024）年 9月 

国立市政策経営部政策経営課 
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Ⅰ 令和５（2023）年度決算について 

■決算総括 

 国立市の令和 5（2023）年度決算総額（普通会計）は、歳入 376 億 3,972 万円、歳出 369 億 5,504

万円で、いずれも過去最大であった令和 2（2020）年度決算額を下回るものの、前年度を上回り高い

水準で推移しています。 

令和 5（2023）年度決算の特徴として、3年ぶりに普通交付税不交付団体となったこと、経常収支

比率が 100％に近い水準で高止まりしていること、前年度に引き続き物価高騰の影響で経費が増大

したことの 3点が挙げられます。 

まず、普通交付税制度は、各自治体間の財源の不均衡を調整し、どの地域の住民にも一定の行政

サービスを提供できるよう財源を保障するため、国から地方自治体に交付される制度であり、国の

定めた基準に従って算定し、基準財政収入額（市税等の標準的な財源の収入額）が基準財政需要額

（最低限の行政サービス提供のために要する費用）に対して不足する場合に国から普通交付税が交

付される仕組みです。令和 5（2023）年度は、社会福祉費の増等により基準財政需要額が増となりま

したが、個人市民税の納税義務者数の増等により基準財政収入額も増となったことで、基準財政収

入額が基準財政需要額を上回り、普通交付税が不交付となりました。 

 次に、経常収支比率は、矢川プラスがオープンしたことによる指定管理料の増や障害福祉サービ

ス費の増等があった一方、個人市民税の増や企業収益改善による法人事業税交付金の増等により前

年度比 0.2 ポイント改善し、98.9％となりました。経常収支比率とは、その年度における経常的な

収入（市税、地方譲与税及び税連動交付金等）に対する経常的な支出（毎年必要になる経費）の割合

で、この数字が低いほど自由に使える財源が多く、財政の弾力性があるなどと表現されます。経常

収支比率が 100％に近い水準であることから、弾力的な財政運営が行えない構造となっている状況

といえます。 

 最後に、物価高騰の影響について、前年度に引き続き物価高騰対策に係る事業の実施により経費

が多くかかりました。今後もしばらくは物価高騰が続くことが予想されるため、物件費や人件費を

中心に経費は増加傾向と見込まれます。物価高騰の影響のみならず、少子高齢社会の進展を受け今

後ますます扶助費や繰出金が増えていくことが予想されるほか、公共施設の老朽化対策といった課

題も山積していますので、財源確保及び経費削減について一層努めていく必要があります。 

 

 令５（2023）年度 令和４（2022）年度 主な増減理由等 

歳入総額（千円） 37,639,719 36,013,772 地方債 +1,374 百万円 

歳出総額（千円） 36,955,043 35,217,903 教育費 +2,735 百万円 

形式収支（千円） 684,676 795,869  

翌年度繰越財源（千円） 15,834 10,655 （事故繰越及び繰越明許費分） 

実質収支（千円） 668,842 785,214 （翌年度繰越金） 

実質単年度収支（千円） △309,922 △316,579  

図表 1 令和５（2023）年度普通会計決算概要と前年度比較 
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Ⅱ 歳 入 

■歳入総額 

 歳入総額は 376 億 3,972 万円、前年度比で

+4.5%、16 億 2,595 万円のプラスとなりました。 

 歳入の主な特徴ですが、市税は、納税義務者

数の増等により市町村民税所得割が増加した

ほか、家屋の新築により家屋分の固定資産税が

増加しました。また、現年・滞納分を合わせた

収納率は令和 4（2022）年度とほぼ同水準であ

り、現年・滞納分を合わせた収納率は多摩 26市

でも高い水準となりました。 

税連動交付金は、地方消費税交付金が 1,814

万円の減となったものの、法人事業税交付金が

7,659 万円、株式等譲渡所得割交付金が 6,782

万円の増となり、全体で増となりました。 

この影響により、経常一般財源等（市税など

の「一般財源」のうち、その年度のみ、期間限

定など臨時的に収入されるお金ではなく、事業

の有無にかかわらず、毎年経常的に収入される

お金）は前年度比で+2.2%、3 億 7,044 万円の増

となりました。 

国庫支出金は、新型コロナウイルスワクチン

接種体制確保事業費補助金や新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金の減によ

り、6,807 万円の減となりました。 

繰入金は、公共施設整備基金繰入金が増とな

り、財政調整基金の取り崩しを前年同額の 6億

円としたこと等から、全体として 2,164 万円の

増となりました。 

地方債は、起債対象となる投資的経費が増額となったことに伴い、増となりました。 

上記のような理由から、結果として、歳入全体では前年度に比べプラスとなりました。 

 

 

 

 

図表 2 歳入総額と経常一般財源の推移 

図表 3 令和５（2023）年度普通会計歳入決算額の内訳 
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＜歳入項目一覧＞ 

項目名 説明 

市税 市の行政に要する経費を賄うために、地方税法の規定に基づき市民等から強制的に徴収する課

徴金。国立市の税目は、市民税、固定資産税、市たばこ税、軽自動車税、都市計画税がある。 

地方譲与税 国が国税として徴収し、一定の基準によって地方公共団体に譲与することとされている税。国

立市に譲与されるものには、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環境譲与税がある。 

利子割交付金 預貯金等の利子に対し課税される都民税利子割の収入額に 0.99 を乗じた額の 3/5 に相当す

る額が、個人都民税の収入率に応じて区市町村に交付されるもの。 

配当割交付金 上場株式等の配当などに対して課税される都民税配当割の収入額に 0.99 を乗じた額の 3/5

に相当する額が、個人都民税の収入率に応じて区市町村に交付されるもの。 

株式等譲渡所得割交付金 源泉徴収口座内の株式等の譲渡益に課税される都民税株式等譲渡所得割の収入額に 0.99 を乗

じた額の 3/5 に相当する額が、個人都民税の収入率に応じて区市町村に交付されるもの。 

地方消費税交付金 消費税のうち、地方消費税として徴収される額（22/78 分）を財源とし、1/2 が都道府県に、

1/2 が区市町村に分配されるもの。なお、税率引き上げ分については、社会保障施策に充てる

こととされている。 

自動車取得税交付金 自動車取得者に対して課税される自動車取得税の収入額に 0.95 を乗じた額の 7/10 に相当す

る額を、区市町村道の延長及び面積で按分した額が区市町村に交付されるもの。 

環境性能割交付金 自動車税環境性能割の収入額に 0.95 を乗じた額の 43/100 に相当する額を、区市町村道の

延長及び面積で按分した額が区市町村に交付されるもの。 

法人事業税交付金 都道府県が徴収した法人事業税収入額の一部を従業者数で按分して得た額のうち、各市町村に

係る額を交付されるもの。 

地方特例交付金 国の制度変更等による税収の低下を補てんするため、税制の抜本的な見直しが行われるまでの

間、国から区市町村へ交付されるもの。 

地方交付税 地方財政計画に基づいて、地方自治体に交付されるもの。普通交付税と特別交付税がある。 

交通安全対策特別交付金 交通反則金を財源として、道路交通安全施設整備の経費に充てるために国から交付されるもの。 

負担金・使用料・手数料 行政サービスや公共施設等の利用等の対価として徴収する受益者負担金。 

国庫支出金 国から地方自治体に支払われる収入金。法令にその負担割合の定めがある国庫負担金、特定の

事業を推進する目的で交付される国庫補助金、事務委託に伴って支払われる国庫委託金がある。 

都支出金 都から地方自治体に支払われる収入金。法令にその負担割合の定めがある都負担金、特定の事

業を推進する目的で交付される都補助金、事務委託に伴って支払われる都委託金がある。 

繰入金 基金や他の会計からの収入金。 

繰越金 前年度から繰り越された収入金。 

財産収入 土地等の財産を売却又は運用して得た収入金。 

寄附金 個人や法人から寄附された収入金。ふるさと納税制度による寄附金等。 

諸収入 上記以外の収入金。財団法人からの補助金、他の地方自治体からの負担金等も含まれる。 

税

連

動

交

付

金 
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□地方交付税 

地方交付税交付金は 7,283 万円、前年度比で  

△62.7％、1 億 2,235 万円のマイナスとなりました。

令和 5（2023）年度は、3年ぶりに普通交付税不交付

団体となったことに加え、特別交付税も 7,283 万円

で、前年に比べ 2,132 万円の減となったため、地方

交付税交付金全体として大幅な減となりました。 

地方交付税交付金は、財源が不足する団体に交付

される「普通交付税」（地方交付税全体の 94％）と、

災害などの特別の財政需要に対し交付される「特別

交付税」（地方交付税全体の 6％）とがあります。一

般的な報道等における、交付・不交付団体の区別は

「普通交付税」が交付されるかどうかによります。 

 

普通交付税の交付・不交付の推移 

 

 

 

 

※令和 4(2022)年度は、当初算定時は不交付団体であったが、再算定により交付団体となった。 

 

□国庫支出金・都支出金 

国庫支出金と都支出金は、特定の事業を推進

することを目的として交付される補助金、国や

都が一定割合の経費を負担する目的で支払われ

る負担金、市への事務委託に伴って支払われる

委託金があります。これらのうち、補助金や委託

金は事業実施の有無により年度間で大きく増減

しますが、生活保護費負担金や障害者自立支援

給付費負担金などの負担金は、支出額に対する

国等の負担割合が法令で定められています。 

国庫支出金は 76 億 452 万円、前年度比で△

0.9％、6,807 万円のマイナスとなりました。物

価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が増と

なったものの、新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保事業費補助金や新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金の減に伴って総  

額では減となりました。 

図表 5 国庫支出金の推移 

図表 4 地方交付税の推移 
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（※）森林環境税の賦課徴収は令和 6（2024）年度から開始となるが、令和元（2019）年度から先行して各自治体へ譲与される。 

都支出金は、55 億 9,735 万円、前年度比で

+1.9％、1億 390万円のプラスとなりました。子

供家庭支援区市町村包括補助事業補助金や子

供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金

等の減があったものの、保育所等利用多子世帯

負担軽減事業費補助金や市町村総合交付金等の

増に伴って総額では増となりました。 

 

□市債 

 市債は25億4,940万円、前年度比で+116.9％、

13 億 7,400万円のプラスとなりました。市債は、

起債の対象となる事業実施の有無や規模により

借入額が増減する傾向があります。 

なお、市債を財源として行った主な公共事業

等は、学校給食センターの建て替えを行う「食育

推進・給食ステーション整備事業」、国立第二小学

校の校舎改築を行う「第二小学校改築事業」、非構

造部材の耐震対策として、校舎の天井材等の落下

防止対策工事を行う「小学校非構造部材耐震化対

策等事業」などがあります。また、臨時財政対策

債は令和 5（2023）年度は普通交付税が不交付と

なったことで、発行可能額はゼロとなりました。 

 

□地方譲与税（森林環境譲与税） 

 森林環境譲与税は、令和元（2019）年度に創設

された地方譲与税のひとつで、交付額は 821 万円

となりました。森林環境譲与税は、森林整備等に

必要な財源を確保するために創設された「森林環

境税」
（※）

を原資とし、客観的な譲与基準をもとに、

国から譲与される目的税であり、木材利用の促進、森林整備に関する普及啓発等の事業に充てるこ

ととされています。なお、充当後の余剰金は基金に積み立てを行うこととしています。 

充当状況 金額 備考 

令和 5（2023）年度 歳入額（①） 8,212 千円 森林環境譲与税譲与額 

令和 5（2023）年度 歳出額（②） 2,424 千円 北秋田市との森林整備の実施に関する協定に

基づく事業負担金、マタギの地恵体験学習会

派遣事業に伴う委託料及び負担金 

令和 5（2023）年度 余剰金（①－②） 5,788 千円 令和 6（2024）年度に基金へ積み立て予定 

図表 7 市債の推移 

図表６ 都支出金の推移 
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□繰入金・財産収入・寄附金 

繰入金は 8億 4,847 万円、前年度比で+2.6％、

2,164 万円のプラスとなりました。令和 5（2023）

年度は国立駅周辺整備基金を取り崩さなかった

ものの、公共施設整備基金や財政調整基金の取崩

しを行ったため、全体では増となりました。 

財産収入は、1 億 1,668 万円、前年度比で△

8.5%、1,078 万円のマイナスとなりました。令和

5（2023）年度の旧道路及び水路売払収入が令和

4（2022）年度より減になったことなどから、全

体で減となりました。 

寄附金は 1 億 15 万円、前年度比で△13.8％、

1,608 万円のマイナスとなりました。ふるさと納

税（くにたち未来寄附等）の受付金額等が減とな

ったことに伴い減となりました。 

 

  

 ◆「ふるさと納税」とは？ 

 「ふるさと納税」は、平成 20（2008）年に地方税法が改正されて制度化されました。「納税」

ということが入っていますが、実際には地方自治体に寄附した金額が所得税及び個人住民税

から控除される仕組みになっています。制度導入の目的は、地方から都市部へ就職するなど

して故郷を離れた人に、地元自治体への寄附を促すことにより、地方活性化を狙ったもので

した。しかしながら寄附先は出身自治体に限られていませんので、全国の自治体が寄附の返

礼品として地元の特産品を贈るなど工夫を凝らし、産業振興や財源確保に取り組んでいます。 

 国立市においても、平成 23（2011）年度から「くにたち未来寄附」として制度を開始し、

返礼品や使い道を選べるようにして寄附を募ってきました。 

 令和 5(2023)年度は総額 1 億 6 万円（年度末時点の決済総額）のご寄附をいただき、前年

度に引き続き１億円を超えました。いただいた寄附金は、市政のさらなる発展のため、貴重

な財源として有意義に活用していきます。 

一方、令和 5(2023)年度の寄附金税額控除額（市税の減収分）は 4 億

5,315 万円で、ふるさと納税の差引収支額は 3億 5,308 万円のマイナスと

なっており、このマイナス額は令和 5(2023)年度の図書館と公民館の 2施

設合わせた事業費に相当する額となります。 

また、マイナス額は年々増加しておりこの状況が続けば、市民に提供す  

る行政サービスの低下につながりかねず、大変深刻な問題として捉えて 

います。 

図表 8 繰入金・諸収入ほかの推移 
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Ⅲ 市 税 

■市税全体 

 市税全体では 159 億 318 万円、前年度比で+2.2％、3億 4,108 万円のプラスとなりました。収納率

が高水準で推移しており、たばこ税を除く全ての税目で増収となり、前年度に引き続き過去最高額

を更新しました。 

税目ごとでは、個人市民税は納税義務者数や給与所得の増、固定資産税は家屋新築の増、法人市

民税は高額納税法人の法人税が増となったこと等により増収となりました。 

 

 

□個人市民税 

 個人市民税は 75億 1,886 万円、前年度比で+2.4％、1億

7,457 万円のプラスとなりました。現年課税分、滞納繰越分

ともに増収となりました。加えて、3年連続で増となってお

り、令和 5(2023)年度は過去最高額となりました。 

個人市民税は、所得税とは異なり、前年の所得に対して

課税されるため、景気変動の影響はその翌年度に表れてく

る傾向にあります。国立市の市税は、給与所得者の所得に

対する個人市民税所得割が大半を占めていることから、そ

の動向は市の歳入に大きく影響を与えます。 

個人市民税が増加した要因は、納税義務者数の増や景気

動向により給与所得が増加したこと、譲渡所得の増などが

挙げられます。昨今の経済情勢では、令和 6(2024)年春闘の

賃上げ率が 33 年ぶりに 5％台となったこと、日本銀行がマイナス金利政策を解除したことを象徴す

図表 11 個人市民税(現年分)の推移 

図表 9 市税の推移 図表 10 令和５（2023）年度市税収入決算額の内訳 
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るように金融政策の転換点であること、物価高騰の影響が続いていること等、今まで以上に変化が

目まぐるしく、これらが景気に与える影響について今後も注視していく必要があります。 

 

□法人市民税 

 法人市民税は6億3,805万円、前年度比で+12.7％、7,193

万円のプラスでした。一部法人において高額納税があった

ことなどから増収となりました。 

法人市民税は、市内事業所の従業員数や規模などによる

均等割と、国税である法人税額に連動する法人税割とがあ

りますが、景気動向に大きく左右されるため、今後の動向

について目測を立てるのが難しい税目となっています。 

 図表 12からは、平成 21（2009）年度の税収が大きく減

少していることが分かりますが、これは平成 20（2008）年

に起きたリーマン・ショックの影響によるものであり、法

人市民税が景気に大きく左右されることを表しています。

個人市民税と同様に今後の景気動向を注視する必要があ

ります。 

 

 

□固定資産税 

 固定資産税は 59 億 7,495 万円、前年度に比べ+1.4％、

8,112 万円のプラスとなりました。家屋分は家屋新築によ

る増となったほか、土地分については令和 4(2022)年度に

新型コロナウイルス感染症対策として実施された商業地

等土地の負担調整措置の軽減が終了したこと等により、全

体で増となりました。 

 固定資産税は、市税収入のうち個人市民税に次ぐ税目で

あり、市の税収の約 4割を占めています。また、景気動向

にも影響されにくい性質をもっており、比較的安定してい

る財源といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 13 固定資産税(現年分)の推移 

図表 12 法人市民税(現年分)の推移 



□ 市 税  

9  

7.9 8.3 

3.8 
4.5 

0

2

4

6

8

10

12

14

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

家屋

土地

億円

年度

□都市計画税 

都市計画税は 12 億 8,369 万円、前年度に比べ+1.3％、

1,670 万円のプラスとなりました。家屋分・土地分ともに

固定資産税と同様の増減要因があり、全体で増となりま

した。また、都市計画税は目的税であるため、都市計画道

路整備事業などの都市計画事業や、都市計画事業のため

に借入れた市債の償還経費などに充当しています。 

 平成 29（2017）年度決算において、都市計画事業に都

市計画税を充当した結果、初めて余剰金が生じました。以

降、令和 5（2023）年度においても、5億 5,454 万円の余

剰金が生じています。 

余剰金は、後年度の都市計画事業に充当するための基

金に積み立てをすることが適当であるとされています。

そのため、平成 30（2018）年度に「都市計画事業基金」

を創設し、余剰金の積み立てを行っています。 

 

 

(単位：千円) 

 

事業費 

財源内訳 

国庫支出金 都支出金 地方債 
負担金・
その他 

一般財源等 
(都市計画税含

む) 

 

うち都市計画税

充当可能額 

街路事業 13,557 0 0 0 13,556 1 1 

公園事業 88 0 0 0 87 1 1 

下水道事業 856,305 88,441 101,240 598,000 36,000 32,624 32,376 

その他  0 0 0 0 0 0 0 

地方債償還 1,034,746 0 0 0 338,141 696,774 696,774 

合計 1,904,696 88,441 101,240 598,000 387,784 729,400 729,152 

 

都市計画税充当可能額（Ａ） 729,152 

都市計画税収入（Ｂ） 1,283,689 

過充当額（Ｂ）－（Ａ） 554,537 

 

 

図表 14 都市計画税(現年分)の推移 

図表 15 令和５（2023）年度都市計画税充当状況 
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■収納率 

 市税の収納率は、平成 20 (2008)年度の収納課創

設以来、高水準を維持しています。現年分（その年

度に課税額を決めて、納付を求めた分）については、

前年度同水準の 99.7％に、滞納繰越分（課税年度に

納付を求めたが、課税年度には納付がなく、翌年度

以降に引き続き納付を求めた分）については、前年

度の 59.4％から 62.4％となり、全体では前年度と

同水準の 99.5％となりました。この率は多摩 26市

の中でも高水準であり、全国でもトップ水準の収納

率です。 

収納率向上の取り組みは、市税収入の確保だけに

とどまっていません。市町村総合交付金における経

営努力割の増につながるほか、国民健康保険特別会

計では、国民健康保険税の収納率が向上したことに

ついて、国民健康保険事業補助金等の算定上、プラ

ス評価として反映されます。  

また、図表 17 のとおり、滞納繰越分は収納率

が上がった分整理が進みますので、調定額は低

い水準で推移しています。収納率はすでに高い

水準であり、調定額が減るにつれ、収入額も同様

に低い水準が続くことが見込まれます。 

 なお、収納率が 1％減少すると税収が約 1億

6,000 万円減少します。これは母子予防接種関

連経費の事業費約 1億 6,000 万円に相当するも

ので、税収が減少すると市の事業全体の見直し

をしなければならないことから、継続的に徴収

率を維持する努力が必要となります。 

  

図表 16 収納率(現年分)の推移 

図表 17 収納率(滞納繰越分)の推移 

億円 ％ 
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Ⅳ 歳 出 

■歳出総額 

 歳出総額は 369 億 5,504 万円、前年度比で

+4.9％、17 億 3,714 万円のプラスとなりまし

た。 

令和 5（2023）年度は、大規模事業に伴う投

資的経費の増のほか、物価高騰対策に係る経

費の増などから、全体として増となりました。 

義務的経費（法令又は契約上、毎年度義務

的に支出が見込まれ、行政の裁量の及びにく

い人件費、扶助費、公債費の合計）について

は、退職手当の減等により人件費が減となっ

たほか、償還の進捗により公債費も減となり

ました。一方、障害福祉サービス費の増や物

価高騰対策で実施した電力・ガス・食料品等

価格高騰重点支援給付金の給付事業などによ

り扶助費が増となり、全体で 198 億 3,390 万

円、前年度比で+3.5％、6 億 7,747 万円のプ

ラスとなりました。 

 歳出の分類では「性質別分類」と「目的別

分類」があり、「性質別分類」は人件費や扶助

費といったように、経費の性質から見た分類

のことで、「目的別分類」は議会費や教育費と

いったように、支出の行政目的に応じた分類

のことです。 

 図表 19 及び 20 から見て取れるように、性

質別では扶助費が、目的別では民生費がその

多くを占めていますが、これは社会保障関係

経費が多いことを示しています。特に民生費

については、近年、全体の半数を占めるように

なっており、こうした状況は社会保障関係経

費の増加に伴い今後も続くことが見込まれま

す。また、例年とは異なる特徴として、目的別

における教育費の割合が増えていますが、こ

れは第二小学校改築工事や食育推進・給食ス

テーション新設に伴う施設取得費等の大規模

事業の影響によるものです。 

 

図表 18 歳出総額の推移 

 図表 19 令和５（2023）年度普通会計歳出決算額の性質別内訳 

図表 20 令和５（2023）年度普通会計歳出決算額の目的別内訳 
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＜歳出項目一覧（性質別分類）＞ 

項目名 説明 

人件費 職員給与、議員報酬、附属機関委員報酬、福利厚生などにかかる費用。 

扶助費 社会保障施策として、現物又は金銭の給付にかかる費用。 

公債費 過去に借り入れた市債の償還にかかる費用。 

物件費 消耗品、光熱水費、委託料など消費的な性質の費用。 

維持補修費 施設の維持・補修にかかる費用。 

補助費等 団体・個人に対する補助金や、謝礼等。 

積立金 基金の積立にかかる費用。 

投資及び出資金・貸付金 法人に対する投資、出資や貸付にかかる費用。 

繰出金 他の会計に対する支出。 

普通建設事業費 建設工事や高額の備品購入にかかる費用。投資的経費。 

災害復旧事業費 天災により破壊された施設等の復旧に要する費用。 

失業対策事業費 失業者の雇用対策に要する費用 

諸支出金 上記以外の支出。普通財産取得費などが含まれる。 

 

 

＜歳出項目一覧（目的別分類）＞ 

項目名 説明 

議会費 市議会の運営にかかる費用。 

総務費 公共施設の管理や行政全般の運営にかかる費用。 

民生費 子育て施策、高齢者施策、しょうがいしゃ施策などの社会福祉施策にかかる費

用。 

衛生費 公衆衛生やごみ処理、環境施策にかかる費用。 

労働費 労働施策にかかる費用。 

農林水産費 農林水産業施策にかかる費用。 

商工費 商業振興施策にかかる費用。 

土木費 道路、公園、下水道等のインフラ整備や都市計画にかかる費用。 

消防費 消防活動や防災施策にかかる費用。 

教育費 学校教育や社会教育にかかる費用。 

公債費 過去に借り入れた市債の償還にかかる費用。 

 

  

義

務

的

経

費 

投

資

的

経

費 



□ 歳 出  

13  

53.2 

57.5 

0

10

20

30

40

50

60

70

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

億円

人件費

年度

30.0 30.2 

24

25

26

27

28

29

30

31

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

億円

職員給

年度

48.1 

123.6 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

億円

扶助費

年度

■性質別分類 

□義務的経費 

 人件費は、職員、会計年度任用職員、議員、委

員などに対する給与や報酬、共済組合等負担金な

どのことを言います。総額では 57億 4,684 万円、

前年度比で△0.1％、298 万円のマイナスとなりま

した。 

職員の期末手当が増となったものの、退職手当

が減となったため、総額として減となりました。 

 人件費のうち職員給は、30 億 1,924 万円、前年

度比で+1.8％、5,364 万円のプラスとなりました。

給料表改定による給料の増等により、職員給全体

で増となりました。 

また、図表 19で示した性質別内訳の人件費構成

比が令和 5（2023）年度決算において多摩 26市で

最も高く、その中でも国立市の特徴として会計年

度任用職員報酬が人件費に占める割合（国立市：

24.0％、26 市平均：16.5％）が突出して多くなっ

ています。 

 

 扶助費は、生活保護費、障害者自立支援給付費、

児童手当など、生活をサポートする費用のことで、

目的別では生活保護費、しょうがい者に対する扶

助費を中心とした社会福祉費、高齢者に対する扶

助費の高齢者福祉費、子どもに対する扶助費の児童

福祉費などに分類されます。 

扶助費総額は、123 億 6,361 万円、前年度比で

+6.1％、7 億 1,468 万円のプラスとなりました。歳

出総額に占める割合が最も高い経費となっています。   

物価高騰対策として実施した電力・ガス・食料品

等価格高騰重点支援給付金の増や障害福祉サービス

費の増等により総額として増となりました。 

 

 

図表 22 職員給の推移 

図表 21 人件費の推移 

図表 23 扶助費の推移 
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 生活保護費の扶助費は、日本全体の動向と同じように国立市でも伸びており、総額で 23億 415 万

円、前年度比で+3.8％、8,428 万円のプラスとなりました。令和 5（2023）年度末時点での生活保護

の受給世帯数は983世帯で前年度より増加し、受給者数は1,173人となり前年度より減少しました。 

生活保護費のうち、大きな額を占めるのは医療扶助（医療費に対する扶助）です。医療扶助は、保

護を受けられている方の状況の変化により増減し、受給者数や世帯数の増減のみによって増減する

ものではありません。そのため、受給者数や

世帯数の伸び率と生活保護費の伸び率は同

じにはなりません。以前より生活保護の捕

捉率の低さは指摘されてきましたが、高齢

化のますますの進展もあり、生活保護費は

伸びていくことが見込まれています。 

  

社会福祉費の扶助費は、現金給付である

福祉手当やサービス給付である障害者自立

支援給付費など、しょうがい者に対する扶

助が中心の経費です。総額は 45 億 4,001 万

円、前年度比+11.7％、4億 7,605 万円のプ

ラスとなりました。 

しょうがい者数は身体 1,925 人、知的 695

人、精神 1,113 人（いずれも令和 5（2023）

年度末時点）となり、対象者数増に伴うサ

ービス支給量の増加により障害福祉サービ

ス費が伸び、総額では増となりました。 

国立市は、身体しょうがい者のうち、全国

的に見ても重度者が多い自治体です。障害

者自立支援給付費の中では、訪問系サービ

スが最も大きな割合を占めていますが、そ

のうち重度者に対する訪問介護サービスで

ある、重度訪問介護の額が大きな割合を占

めています。人口に対する重度訪問介護支給決定者数は、多摩 26市の中でもトップレベルに位置し

ています。 

 

児童福祉費の扶助費は、児童手当などの現金給付に加え、保育所運営委託料や公立保育園の運営

経費が中心です。総額は 50 億 2,145 万円、前年度比で+3.4％、1億 6,500 万円のプラスとなりまし

た。主な要因としては、都内の区市町村で令和 5（2023）年 4月から開始した高校生等医療助成事業

（マル青）を含むこども医療費助成費の増や人事院勧告に基づく公定価格の単価増等による保育所

運営委託料の増などが挙げられます。 

 

図表 24 扶助費内訳（歳出額）の推移 

図表 25 扶助費内訳（一般財源で負担する額）の推移 
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 社会問題化した待機児童数は、令和 6（2024）年 4 月 1

日現在、16 人（新定義）となっています。市ではこれまで

待機児童解消のため、保育園の新設や既存施設の定員増な

どの取り組みを行ってきました。このことなどから児童福

祉費の扶助費が増加してきましたが、昨今の多様化する子

育てニーズに対応するため、今後も増加する傾向が見込ま

れます。 

ただし、扶助費の中には法令で市町村による支給が義務

付けられているものも多く、それらの大半には国や都の財

源が充当されています。したがって、総額と別に扶助費の

うち一般財源充当額についても気を配る必要があります。

令和 5（2023）年度においては、図表 25のとおり、一般財

源負担額が大幅に増加していますが、これは主に電力・ガ

ス・食料品等価格高騰重点支援給付金給

付事業費をはじめとする物価高騰対応に

係る臨時交付金の充当事業費が決算統計

上の分類では一般財源等として計上され

ているためです。 

 

公債費は、過去に借りた市債（借金）

の元利償還金です。総額は 17億 2,345 万

円、前年度比で△1.9％、3,423 万円のマ

イナスとなりました。令和 5（2023）年度

は、新規償還案件よりも前年度末償還終了案件が多かったことから減となっています。また、償還

額よりも新規借入れのほうが大きかったため、未償還残高は増となっています。 

義務的経費全体では、前年度に比べ増となっており、主に

扶助費の伸びに押し上げられて長期にわたり増加傾向で多

摩 26 市の中でも最も高い水準になっています。市の財政規

模に対する義務的経費の比率が高まると、裁量性が低下し、

市民ニーズに柔軟に対応した行政運営の支障となることか

ら、「国立市健全な財政運営に関する条例」において、指標の

1 つとしています（31 ページ）。 

 

□投資的経費 

投資的経費とは、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失

業対策事業費の合計を指します。総額は 38 億 9,137 万円、

前年度比で+80.3％、17 億 3,315 万円のプラスとなりました。 

総額の内訳は、普通建設事業費が 38 億 9,137 万円で災害

図表 26 公債費の推移 

図表 2７ 義務的経費の推移 

図表 28 普通建設事業費の推移 
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復旧事業費及び失業対策事業費の支出はありませんでした。 

普通建設事業費は、第二小学校改築工事、食育推進・給食ステーション新設に伴う施設取得費、小

学校校舎非構造部材耐震化対策工事等の大規模事業の実施に伴う増により、17 億 3,315 万円の増と

なりました。 

 

□その他の経費 

その他の経費の分類として、事業の委託料や光熱水

費、通信運搬費、備品購入費、設備機器の賃借料など

の物件費、補助金や講師謝礼、他の自治体等に対する

負担金などの補助費等、施設の維持補修費、基金に積

立てを行う費用である積立金、特別会計への支出であ

る繰出金などがあります。 

 

物件費は、51億 6,053 万円、前年度比で△4.0％、

2 億 1,413 万円のマイナスとなりました。食育推進・

給食ステーションの運営が 2 学期より開始されたこ

とに伴い、調理等業務委託料が新たに発生したもの

の、新型コロナウイルスワクチン接種委託料等の減があり、全体として減となりました。 

 

補助費等は、37億 5,097 万円、前年度比で△14.4％、

6 億 2,887 万円のマイナスとなりました。多摩川衛生

組合負担金の増等があったものの、下水道事業会計負

担金及び補助金や国・都支出金返納金の減等により、全

体として減となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

積立金は、9億 9,696 万円、前年度比で△5.0％、5,287

万円のマイナスとなりました。「都市計画事業基金」への

積み立て等が増となったものの、「財政調整基金」への積

み立て等が減となったことから、全体として減となりまし

た。 

図表 29 物件費等の推移 

図表 31 積立金の推移 

図表 30 補助費等の推移 
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後期高齢者医療事業会計
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市の財政上の課題のひとつである繰出金は、31 億

5,863 万円、前年度比で+7.6％、2 億 2,444 万円のプ

ラスとなりました。繰出金とは、一般会計から特別会

計へ支出される費用のことです。国立市の特別会計は、

国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢

者医療特別会計の 3会計となります。下水道事業が公

営企業会計に移行したことに伴い、下水道事業への一

般会計からの支出については補助費等として分類し

ています。 

国民健康保険特別会計への繰出金は、事務費繰出金

が増となっているほか、いわゆる「赤字繰出額」（本来

保険税収入で賄うべきだが、それでは足りないために、

一般会計からの繰出金で補てんしている額）が、5 億

5,929 万円から 6億 8,250 万円に１億 2,321 万円増加したため、総額で増となっています。 

 介護保険特別会計への繰出金は、引き続き給付費の伸びが続いていることから介護給付費繰出金

が増となっており、また、事務費繰出金も増となったことから増となっています。 

後期高齢者医療特別会計への繰出金は、保険給付費の伸びに応じた広域連合納付金が引き続き伸

びており、増となっています。 

 下水道事業会計への補助費等は繰出金と性質上大きな相違はありません。他の特別会計と同様に、

事業に充てる経費として、一般会計から支出しているものとなっています。補助費等の多くが下水

道施設建設時の起債の元利償還金に充てられています。また、国立市の下水道管は、その大部分が

雨水も汚水も一緒に流す合流管です。雨

水分は自然現象であるため、一般会計か

らの支出で賄うこととなっており、雨水

分の維持管理費等が負担となっていま

す。なお、令和 5（2023）年度は起債の償

還が進み、元利償還金への支出が減少し

たことなどから、令和 5（2023）年度の補

助金額は令和 4（2022）年度に対して

5,450 万円の減となっております。 

そのほか、令和 5（2023）年度における

汚水処理費のうち、使用料で賄う割合で

ある回収率は決算ベースで 117.3％にな

りました。 

 

図表 33 繰出金の推移の内訳 

図表 32 繰出金の推移 

※下水道事業については令和 2（2020）年度から繰出金ではなく補助費等として支出する

ようになりましたが、継続して本表に含めております。 
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■目的別分類 

議会費は市議会の運営に要する経費で、3 億 489 万

円、前年度比で+4.2％、1,236 万円のプラスとなりま

した。議員年金制度廃止に伴って議員共済会給付費負

担金が平成 23（2011）年度に大きく伸びたことがあっ

たものの、それ以降年々減少しております。市議会議

員選挙実施に伴う議員期末手当の減等があった一方、

議員控室間仕切り修繕などの増により、全体で増とな

りました。 

 

 

総務費は庁舎等の施設管理や戸籍、徴税事務等基礎

的な行政サービス及び財政、人事等の管理部門の事務

に要する経費で、29 億 8,778 万円、前年度比で△

11.3％、3億 8,088 万円のマイナスとなりました。デ

ジタル地域通貨事業運営委託料の増等があった一方、

財政調整基金積立金や退職手当の減により、全体では

減となりました。 

 

 

 

 民生費は高齢者、しょうがい者、子育て世代の支援

等のいわゆる福祉施策に要する経費で、186 億 9,432

万円、前年度比で△0.1％、1,831 万円のマイナスとな

りました。しょうがい者数の増等により障害福祉サー

ビス費が依然として伸びているほか、物価高騰対策の

ための電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

給付事業の増等があった一方、矢川プラス建設工事費

の減等により、全体で減となりました。 

 

 

図表 34 議会費の推移 

図表 35 総務費の推移 

図表 36 民生費の推移 
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億円

教育費

年度

 衛生費は保健衛生や環境保全に要する経費で、24 億

3,175 万円、前年度比で△14.5％、4億 1,222 万円のマ

イナスとなりました。多摩川衛生組合負担金や保健セ

ンター外壁等改修工事による増があった一方、新型コ

ロナウイルスワクチン接種事業費の減等により、全体

では減となりました。 

 

 

 

 

 

 

 土木費は主に道路等のインフラ整備に要する経費で、

27 億 2,517 万円、前年度比で+1.5％、4,056 万円のプ

ラスとなりました。下水道事業会計負担金及び補助金

の減等があった一方、都市計画事業基金積立金の増や

道路新設改良工事の増等により、全体では増となりま

した。 

 

 

 

 

 教育費は市立小中学校の運営や社会教育・体育施策

に要する経費で、65億6,591万円、前年度比で+71.4％、

27 億 3,524 万円のプラスとなりました。給食センター

会計年度任用職員報酬等の減があった一方、食育推進・

給食ステーション施設取得費や国立第二小学校改築事

業費の増により、全体では増となりました。 

 

  

図表 37 衛生費の推移 

図表 38 土木費の推移 

図表 39 教育費の推移 
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Ⅴ 基 金 

■基金 

 基金は、主に資金を積み立てて活用する基金（積立基金）と定額の資金を運用するために設けら

れた基金（定額運用基金）の二つに分類されます。積立基金はさらに、年度間の収支を調整するため

に用いられ、目的を問わずに使うことができる「財政調整基金」と、公共施設整備などの特定の目的

のために用いられる「特定目的基金」に分類されます。

 

令和 5（2023）年度の基金全体では、積立てが 9億 9,696 万円、取崩しが 7億 5,270 万円で、差し

引き 2 億 4,426 万円増となりまし

た。 

財政調整基金は積立てが 4 億

645 万円、取崩しが 6億円でした。

また、特定目的基金は積立てが5億

9,051 万円、取崩しが 1億 5,270 万

円でした。その結果、令和 5（2023）

年度末残高は、財政調整基金が 22

億 3,814 万円、特定目的基金が 49

億 8,322 万円となりました。 

積立額の大きかったものとして

は、前年度決算にて生じた余剰金

について義務的積立等を行うため

「財政調整基金」に 4 億 645 万円

の積立てを行ったほか、令和 4（2022）年度決算において充当しきれなかった都市計画税収を「都市

計画事業基金」に 4 億 1,453 万円の積立て、くにたち未来寄附（ふるさと納税）で受け入れた寄附

金のうち希望する使途に沿う形で「くにたち未来基金」に 9,427 万円の積立てを行いました。 

 

■基金は小遣い帳のイメージで 

 基金が増える場合は歳出予算「基金費」の「積立金」に、減る場合は歳入予算「繰入金」

の「○○基金繰入金」に計上され、それぞれの行為を、「積立て」、「取崩し」と言います。 

小遣い帳の記入と同じイメージで考えるとわかりやすいです。小遣い帳はお財布に入っ

ているお金を管理するものなので、お財布から銀行口座に預金する場合は支出に、銀行口

座から引き出して、お財布にお金を入れる場合は収入に記入すると思います。自治体会計

もそれと同じことです。 

歳出の「積立金」が多ければ多いほど貯金が増えることになり、歳入の「繰入金」が多

ければ多いほど、貯金が減ることになります。 

図表 40 基金残高の推移 
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Ⅵ 市 債 

■市債 

市債は①一般会計事業債、②一般会計赤字地方債、③下水道事業債の 3つに分類されます。 

令和 5（2023）年度の①一般会計事業債の借入額は 25 億 4,940 万円（Ａ）でした。具体的な事業

債は、5 ページの市債の項目に一例を記しています。なお、②一般会計赤字地方債である臨時財政対

策債の借入は行いませんでした。 

また、令和 5（2023）年度の①②の元金償還額は 16億 8,983 万円（Ｂ）、利子支払い額は 3,359 万

円です。元金償還額と借入額の差引 8 億

5,957 万円（Ａ－Ｂ）残高が増え、残高は令

和 4（2022）年度末の 109 億 8,471 万円か

ら 118 億 4,428 万円に増えました。 

 下水道事業会計では、③の借入額が 5 億

9,800 万円（Ｃ）、元金償還額は 7億 5,983

万円（Ｄ）、利子支払い額は 7,571 万円でし

た。元金償還額と借入額の差引で1億6,183

万円（Ｄ－Ｃ）残高が減り、令和 4（2022）

年度末の 58 億 2,574 万円から 56 億 6,391

万円に減りました。 

 一般会計（①②）と下水道事業会計（③）

を合わせると、市全体の市債残高は 175 億

819 万円で、令和 4（2022）年度末の 168億

1,045 万円に比べ 6億 9,774 万円増えています。 

 

■市債も小遣い帳のイメージで 

 市債は、借り入れる場合に歳入「市債」の「○○事業債」に、借金を返済する場合に歳

出「公債費」の「償還金、利子及び割引料」に計上され、それぞれの行為を、「借入」、「償

還」と言います。歳入でいくら借り入れたのか、歳出でいくらの元金を償還したのか、双

方の差引で、市債（借金）残高は増減することになります。 

 借金を小遣い帳に記入することはあまりないかもしれませんが、市債も基金と同様に小

遣い帳と同じイメージで考えるとわかりやすいです。小遣い帳はお財布に入っているお金

を管理するものなので、借金をして、お財布にお金を入れる場合は収入に記入し、お財布

から借金返済のためにお金を支払う場合は支出に記入すると思います。自治体会計も同様

です。 

 市債は、土地や施設などの資産形成の負担を、世代間で公平に分担するという意味があ

るため、単純に減らせばよいというものではありません。事業に見合う形で計画的に活用

していく必要があります。

図表 41 市債残高の推移 
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Ⅶ 財政に関する指標  

■経常収支比率 

経常収支比率は、地方自治体の財政の弾力性を示す指標として用いられている指標で、経常的な

収入に対する経常的な支出に充てた財源の割合を表しています。経常収支比率が高いほど、本来使

い道の限定されない経常的な収入（市税等）の多くを経常的な支出（行政を運営する上で毎年必要

になる経費）に使っていることを表し、逆にこの比率が低いほど公共事業や新規事業を実施する財

源的な余裕があることを表します。 

この値は、現在 2つの表し方があります。1つは①赤字地方債を分母（収入）の経常一般財源に加

えた数値、もう 1 つは②赤字地方債を分母（収入）の経常一般財源に加えない数値です。公式な数

値としては、平成 12 (2000)年度までは②の数値を、平成 13 (2001)年度以降は①の数値を用いてい

ます。これは平成 13 (2001)年度の普通交付税制度の改正において、国の地方交付税特別会計が国債

を発行して地方の財源不足分を補てんする方式から、地方自治体が臨時財政対策債を発行して直接

補てんする方式に切り替わったことによるものです。ここでは、数値の継続性を見るために、それ

ぞれの方式での数値を算出しています。 

分子（Ａ）は歳出、分母（Ｂ）は歳入の項目です。 

分子（Ａ）にあたる「経常経費充当一般財源等」とは、支出している額のうち、経常的にかかる費

用で、市税などの「経常一般財源」で負担するべき額です。例えば、生活保護制度の場合、法律で支

給額の 3/4（75％）は国が負担し、残りの 1/4（25％）を市が負担するルールとなっています。仮に

支給額が 1億円だとすると、7,500 万円が国から負担金として市の歳入に入るので、残りの 2,500 万

円を市税などの一般財源が負担します。この 2,500 万円が「経常経費充当一般財源等」となります。 

 令和 5（2023）年度決算の国立市の経常収支比率は、①、②どちらの場合も 98.9％となり、前年

度の 99.1％に比べて 0.2 ポイント改善しておりますが、依然として高い状況です。 

なお、平成 25（2013）年度～平成 27（2015）年度、平成 30（2018）年度、令和 3（2021）年度に

■経常収支比率の算出式 

 

Ａ 経常経費充当一般財源等（経常的な経費に充てた一般財源の額） 

Ｂ 経常一般財源総額（経常的な歳入で、税など一般財源として整理される額） 

 

① 赤字地方債を分母（収入）の経常一般財源に加えた数値 

⇒ Ｂ＝ 経常一般財源＋（減税補てん債＋臨時財政対策債（赤字地方債）） 

 

② 赤字地方債を分母（収入）の経常一般財源に加えない数値 

⇒ Ｂ＝ 経常一般財源  



□  財政に関する指標 
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赤字地方債を経常一般財源と

した場合の経常収支比率

年度

％

おいては臨時財政対策債の借入れを行わず、平成 28（2016）年度～平成 29（2017）年度、令和元（2019）

年度～令和 2（2020）年度、令和 5（2023）年度は普通交付税不交付団体となったために臨時財政対

策債発行可能額がゼロとなりました。また、令和 4（2022）年度は基準財政需要額において臨時経済

対策費が創設されたことによる再算定の結果、普通交付税が不交付から追加交付となったものの、

臨時財政対策債発行可能額がゼロとなりました。そのため、①と②が同じになっています。 

 

経常収支比率が改善した理由ですが、まず、分母（Ｂ）である歳入面は、前年度に比べ市税が増と

なったことや、法人事業税交付金や株式等譲渡所得割交付金が増となったことにより、176 億 2,846

万円、前年度比で+2.1％、3億 7,044 万円のプラスとなりました。 

一方、分子（Ａ）である歳出面は、食育推進・給食ステーション調理等業務委託料の増、障害福祉

サービス費をはじめとする扶助費の増等があり、174 億 3,186 万円、前年度比で+1.9％、3 億 2,145

万円のプラスとなりました。 

結果として、分子（Ａ）の増を上回って分母（Ｂ）が増となったことにより、経常収支比率が改善

しました。 

  

 

 近年、国立市では、市債残高、交付税制度を検討して、臨時財政対策債の借入を抑制してきまし

た。臨時財政対策債は、普通交付税を算出する過程で毎年度の発行可能額が決まり、令和 5（2023）

年度は発行可能額がゼロとなりましたが、仮に発行できる場合でも、後年度に元利償還金の負担が

生じるため借入を行わず、臨時財政対策債に頼る財政運営を行わないよう努めています。 

図表 42 経常収支比率の推移 
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Ⅷ 健全化判断比率等 

■地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）とは 

□経緯 

地方自治体の財政状況を統一的な指標で明らかにし、財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な

対応を取るための「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（以降、「財政健全化法」）が平成 21 

(2009)年 4月に全面施行されました。 

財政健全化法は、地方自治体の財政の健全化に資すること、言い換えると北海道夕張市のような

財政破綻を未然に防ぐことを目的としていると言えます。 

夕張市の場合は、ある日突然財政破綻が発覚しました。巨額な負債を返済するために、学校の統

廃合や病院の縮小といった行政サービスの整理縮小、その一方で税率の見直しによる市税の増とい

った住民負担の増が決められました。このような事態を防ぐには何が必要だったのでしょうか。「旧

再建制度の課題」に答える形で、財政健全化法の仕組みができあがっています。 

 

□財政健全化法の概要 

財政健全化法ができる前の、地方自治体の再建制度の課題として、分かりやすい財政情報の開示

等が不十分であること、再建団体の基準しかなく早期是正機能がないこと、ストック（負債等）の指

標がないこと、公営企業にも早期是正機能がないことなどが挙げられていました。 

これらの課題を受け、財政健全化法では、健全化判断比率・資金不足比率という指標を用いるこ

ととしました。この中にはストックの指標である将来負担比率や公営企業の指標である資金不足比

率という新しい指標も含まれています。そして、毎年度これらの指標を監査、議会、都道府県、国へ

と報告するといった過程

で市民に情報を開示する

仕組みが作られました。 

また、財政再生基準の

前段階として早期健全化

基準を設け、自主的な改

善努力による財政の早期

健全化を促す仕組みが作

られました。先ほどの指

標がある一定限度を超え

ると早期健全化団体（イ

エローカード）となり、自

主的な財政再建を行うこ

ととなります。指標がそ

れより悪化し、ある一定

限度を超えると財政再建

団体（レッドカード）とな

図表 43 健全化判断比率等の対象について 

総務省 HP（https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/kenzenka/index2.html）より 



□ 健全化判断比率等 
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り、国等の関与による財政再建が行われるという仕組みになりました。総務省サイト上

（https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/kenzenka/index1.html）に詳しい制度が紹介されていま

すのでご参照ください。 

 

■令和 5（2023）年度健全化判断比率及び資金不足比率 

 国立市の令和 5（2023）年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率は下記のとおりです。

国立市はいずれの指標も早期健全化基準・経営健全化基準を下回っています。 

 

○健全化判断比率 

（単位：％） 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

国立市の指数 － － 2.5 － 

早期健全化基準 12.64 17.64 25.0 350.0 

財政再生基準 20.00 30.00 35.0  

 

○資金不足比率 

（単位：％） 資金不足比率 

国立市の指数 － 

経営健全化基準 20.00 

財政再生基準  

 
 

■各指標の分析 

 健全化判断比率・資金不足比率は、財政の健全化を示す指標の一つではありますが、これらが一

定の基準を下回っていれば、財政運営に全く問題がないかというと、そういうわけではありません。

これらの指標を分析し、将来の財政運営を適切に行っていく必要があります。 

下記では、指標ごとに、指標の意味するところ、指標の推移や増減理由、今後の見通しを見ていき

たいと思います。 

 

□実質赤字比率 

 実質赤字比率は、一般会計等の赤字の程度を指標化したもので、財政運営の悪化の度合いを示す

指標です。一般会計等の実質赤字額を標準財政規模で割って算出します。 

 

○実質赤字比率の推移 

（単位：％） 
2019 
(令和元) 

20２0 
(令和 2) 

2021 
(令和 3) 

2022 
(令和 4) 

2023 
(令和 5) 

実質赤字比率 
－ 

（△2.36） 

－ 

（△3.84） 

－ 

（△6.15） 

－ 

（△4.72） 

－ 

（△3.91） 

  

 

※「－（バー）」は、数値がないことを表しています。 
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国立市の場合、健全化判断比率算定上の一般会計等に該当するのは一般会計だけで、令和 5（2023）

年度は、国立市の一般会計に赤字はなく、実質赤字比率は△3.91％になりました。赤字でない限り

は比率がないものとされ、「－（バー）」と表示されます。国立市においては、現在の制度が始まった

平成 19 (2007)年度以降「－」ですが、実際には、財政調整基金（貯金）の取崩しや臨時財政対策債

の発行（借金）を行うことにより、一般会計が赤字決算とならないようにしています。逆に言うと、

一般会計の決算が赤字になるということは、取崩す貯金がなくなっており、借金もできない状態で

あると言えます。 

平成 24（2012）年度まで、国立市は収入不足を臨時財政対策債の発行により補ってきました。つ

まり、後年度へ負担を先送りしている状態にありました。単年度の赤字を借金や基金取崩し等によ

り補てんすることが続くと、いずれ実質収支が赤字となってしまいます。 

財政健全化への取り組みは、財政が破綻してから行うのでは遅く、常日頃からの弛まぬ努力が不

可欠です。実質赤字比率はこれまでも「－」を維持してきましたが、これからも「－」を維持し続け

なければなりません。 

 

□資金不足比率 

資金不足比率は、公立病院や下水道事業などの公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模であ

る料金収入等の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。実質赤字比率

と似た概念の指標です。 

○資金不足比率の推移 

（単位：％） 
2019 
(令和元) 

2020 
(令和 2) 

2021 
(令和 3) 

2022 
(令和 4) 

2023 
(令和 5) 

資金不足比率 
－ 

（△3.1） 

－ 

（0.0） 

－ 

（△5.7） 

－ 

（△10.6） 

－ 

（△21.8） 

 

国立市の場合、下水道事業会計が公営企業に該当しますが、下水道事業会計でも資金不足、つま

り赤字はなく、比率は△21.8％、指数欄は「－」と表示されます。平成 19 (2007)年度以降ずっと

「－」です。 

資金不足比率だけを見ると、指数上は問題がないように見えますが、課題がないわけではありま

せん。国立市では、本来は下水道使用料で賄わなければならない部分について、一般会計からの負 

■標準財政規模 ： 自治体の規模を測るものさし 

 健全化判断比率の４指標を算出する式の分母に用いられるのが標準財政規模です。地方

自治体が標準的な状態で、通常収入されるであろう経常的な一般財源の規模を示すもので、

地方税や普通交付税、臨時財政対策債発行可能額などを合計したものです。 

例えば、大都市である横浜市にとっての１億円の赤字と、国立市にとっての１億円の赤

字では重みが違います。標準財政規模は、自治体の規模（身の丈）を表すために考えられ

たもので、これを用いることにより、規模の違う自治体も同じ指標を使い比較することが

できます。なお、令和 5（2023）年度の国立市の標準財政規模は、171 億 454 万 2 千円です。 
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担金・補助金（令和元（2019）年度以前は繰出金）により補てんし、黒字を保ってきました。独立採

算の原則から、税収を主な財源とする一般会計の負担額を減らしていかなくてはなりません。令和

2（2020）年度から公営企業会計へ移行したことにより、「下水道事業経営戦略」に基づいて財政健全

化に向けた取り組みを進め、令和 4（2022）年度に引き続き、令和 5（2023）年度も汚水処理費全額

を使用料で賄うことができました。 

資金不足比率はこれまでも「－」を維持してきましたが、これからも「－」を維持し続けなければ 

なりません。 

 

□連結実質赤字比率 

 連結実質赤字比率は、一般会計だけでなく、全ての会計の赤字や黒字を合算し、地方自治体全体

としての赤字の程度を指標化し、地方自治体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標です。 

 

○連結実質赤字比率の推移 

（単位：％） 
2019 
(令和元) 

2020 
(令和 2) 

2021 
(令和 3) 

2022 
(令和 4) 

2023 
(令和 5) 

連結実質赤字比率 
－ 

（△4.15） 

－ 

（△5.66） 

－ 

（△8.68） 

－ 

（△7.11） 

－ 

（△6.28） 

 

 

 国立市の場合、全ての会計とは、一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢

者医療特別会計及び下水道事業会計になります。令和 5（2023）年度は、全ての会計で黒字となり、

連結実質赤字比率は△6.28％、指数欄は「－」と表示されます。平成 19 (2007)年度以降ずっと「－」

です。 

 

国民健康保険特別会計において、本来は保険税で賄わなければならない部分について一般会計か

ら赤字繰出しを行うことにより補てんしている状況にあります。自立的な運営の観点からも保険税

の適正化を図る等、税収を主な財源とする一般会計の負担額を減らしていかなくてはなりません。 

 連結実質赤字比率はこれまでも「－」を維持してきましたが、これからも「－」を維持し続けなけ

ればなりません。 

 

□実質公債費比率 

実質公債費比率は、地方自治体の借入金の返済額（公債費）及びこれに準じる債務の大きさを指

標化し、資金繰りの程度を示す指標です。収入のうち、どのくらいを借金返済に充てているかを示

すものです。 

 家計に例えると、住宅ローンや自動車ローンを組んでいる家庭において、「１年間のローン返済額」

を１年間の収入で割った割合を示す指標です。住宅ローン等の返済額の割合が大きいと、旅行など、

自由に使えるお金が減ってしまいます。 
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○実質公債費比率の推移 

（単位：％） 
2019 
(令和元) 

2020 
(令和 2) 

2021 
(令和 3) 

2022 
(令和 4) 

2023 
(令和 5) 

実質公債費比率 
（3 ヵ年平均） 

△0.4 0.0 0.7 1.7 2.5 

実質公債費比率 
（単年度） 

△0.20 0.87 1.72 2.64 3.24 

  

令和 5（2023）年度の実質公債費比率（３ヵ年平均）は 2.5％となりました。 

 市の標準的な収入として分母に計上される普通交付税額が減となったことや、特定財源として分

子から控除される都市計画税充当可能額の減などにより、単年度ベースの指標が前年に比べ悪化し

たことから、３ヵ年平均も悪化しました。 

  

実質公債費比率の算定上、普通交付税で措置されるために分母分子から控除される公債費等があ

りますが、そこで見込まれている金額に比べ、実際に交付される普通交付税の額が少ないので、国

立市にとっての公債費負担は、実質公債費比率という指標から受ける印象以上の負担感があります。 

 

 また、実質公債費比率は事業の実施に影響を受けます。今後影響を与えうる事業として、公共施

設の更新、国立駅周辺まちづくり事業、市が加入している一部事務組合が管理している施設の大規

模改修などが挙げられます。これらの事業実施に伴う借入は、後年度の公債費を増加させる要因と

なります。事業実施年度を調整しながら、実質公債費比率を管理していく必要があります。 

 

 

□将来負担比率 

将来負担比率は、地方自治体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある

負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すものです。将来一

般会計等が被る負担の推計額が年間収入のどれくらいに当たるのかという比率になります。 

 家計に例えると、住宅ローンや自動車ローンを組んでいる家庭において、それらの「ローン残高」

を１年間の収入で割った割合を示す指標です。 

○将来負担比率の推移 

（単位：％） 
2019 
(令和元) 

2020 
(令和 2) 

2021 
(令和 3) 

2022 
(令和 4) 

2023 
(令和 5) 

将来負担比率 
－ 

（△12.1） 

－ 

（△12.3） 

－ 

（△19.4） 

－ 

（△17.5） 

－ 

（△5.0） 

 令和 5（2023）年度の将来負担比率は△5.0％、指数欄は「－」になりました。これは、将来負担

額より充当可能財源等が多い状態です。 

下水道債の償還が進んだことによる下水道事業会計における繰入金見込額の減などがあった一方、

一般会計における市債の償還額よりも借入額が大きかったことによる地方債現在高の増や、都市計

画事業関連市債残高の減に伴う都市計画税充当可能額の減などにより、数値としては悪化しました。 
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 ストックの指標である将来負担比率、その要素の中でも地方債現在高の増加は、フローの指標で

ある実質公債費比率が後年度上昇する要因となります。世代間の公平性という観点から起債が認め

られていることを考えると、必ずしも地方債を発行することが悪いということではありません。「国

立市健全な財政運営に関する条例」により、地方債残高を適正な水準に管理し、今後必要となる国

立駅周辺のまちづくり、公共施設の更新といった事業に対応できるようにしていかなくてはならな

いと考えています。 

 

Ⅸ 財政運営判断指標の推移 

■国立市健全な財政運営に関する条例について 

□経緯 

 国立市財政改革審議会から平成 25（2013）年 8月に提出された最終答申において、「少子高齢化が

進む厳しい時代にあっても、地方公共団体が住民福祉の向上をめざし、行政サービスの安定的な供

給を行っていくためには、その財政が健全であることが必要であり、行財政の定期的・継続的な見

直しを行うためには、岐阜県多治見市の「健全な財政に関する条例」のように、これまでの方策から

一歩進んだ仕組みの構築が必要である」との提言があり、これについて検討を進めてきました。 

 健全財政条例は、多治見市をはじめとしていくつかの先進的な地方自治体が制定しており、国立

市としても、健全で規律のある財政運営の確保を図るための一つの手段として、健全財政条例を制

定することが適当であると判断し、平成 28（2016）年 3月に「国立市健全な財政運営に関する条例」

を制定し、同 4月より施行しました。 

 

□本条例の特徴 

平成 28（2016）年 4月より制定された本条例の特徴として、 

などが挙げられます。 

 

① 国立市は特別会計への多額の繰出金が財政運営上の課題の一つとなっていることから、「特別

会計の自立的な運営」について明記。 

② 財政改革審議会最終答申に明記されている市財政運営の基本原則を、条例の基本原則として明

記。 

③ 基本原則に沿った財政運営が図られているかどうかを判断できる財政運営判断指標を、①「特

定目的基金を含めた実質単年度収支」、②「経常収支比率」、③「義務的経費比率」、④「人口１

人あたりの基金現在高」、⑤「人口１人あたりの地方債現在高」、⑥「債務償還可能年数」の 6

つとして明記。 
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□特定目的基金を含めた実質単年度収支 

 特定目的基金を含めた実質単年度収支は市の予算書や決算書などには明確に出てこない財政運営

の状況を図るための指標です。市の一般（普通）会計の外には、財政調整基金のほか、国立駅周辺整

備基金や職員退職手当基金といった特定の目的を持った基金があります。これら基金から多くの繰

入をすることで、決算時に見かけ上指標が良く見えてしまうことがあります。そのため、こういっ

た特定目的基金まで含めて一つの会計とみなして単年度収支を計算することで、市の予算書や決算

書などには明確に出てこない財政運営の状況を見ることができます（通常の実質単年度収支は、単

年度収支に財政調整基金への積立額と地方債繰上償還額を加え、財政調整基金からの取崩額を差し

引いた額）。 

この指標が中長期的にマイナスとなっていると、健全な財政運営が行われていない状態となりま

す。 

国立市の令和 5（2023）年度決算では、本指標は 1億 2,789 万円でした。主に普通会計の単年度収

支が増加したことで、前年度に比べ数値は増加しました。 

 

○特定目的基金を含めた実質単年度収支の推移 

（単位：千円） 
2019 
(令和元) 

2020 
(令和 2) 

2021 
(令和 3) 

2022 
(令和 4) 

2023 
(令和 5) 

特定目的基金を含めた

実質単年度収支 
△433,115 779,209 855,263 55,638 127,890 

 

 

□経常収支比率 

 経常収支比率は、22 ページにある計算式にて算出され、地方自治体の財政の弾力性を示し、経常

的な支出を経常的な収入でどれだけ賄えているかを測る指標です。この指標が 100％を超えると、経

常的な支出を経常的な収入が賄えていない状態となり、さらに中長期的に 100％を超えていると、臨

時需要に対する財政的余裕がなくなっている状態となります。国立市の令和 5（2023）年度決算では、

本指標は 98.9％となっており、弾力的な財政運営が難しい状況になっています。 

 

○経常収支比率の推移 

（単位：％） 
2019 
(令和元) 

2020 
(令和 2) 

2021 
(令和 3) 

2022 
(令和 4) 

2023 
(令和 5) 

経常収支比率 100.2 98.3 97.4 99.1 98.9 

 

特定目的基金を含めた実質単年度収支の算出式 

 

  （普通会計の単年度収支）＋（基金積立額）＋（繰上償還額）－（基金取崩額）（千円） 
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□義務的経費比率 

 義務的経費比率は市の標準的な収入規模に対する、義務的経費である人件費、公債費及び扶助費

の割合で、財政構造の硬直性を測る指標です。 

この比率が年々高まっている場合は、義務的経費が増大傾向にあり、市の裁量で柔軟な行政運営

を行うことが難しい状態となります。国立市の令和 5（2023）年度決算では、本指標は 64.6％とな

り、前年までに引き続き多摩 26 市において最も高い状況でした。前年と比べ、分母の標準財政規模

が増となった一方、分子の義務的経費充当額、特に扶助費が増となったことから、比率は増加しま

した。 

 

○義務的経費比率の推移 

（単位：％） 
2019 
(令和元) 

2020 
(令和 2) 

2021 
(令和 3) 

2022 
(令和 4) 

2023 
(令和 5) 

義務的経費比率 60.1 60.1 58.4 61.1 64.6 

 

 

□人口１人あたりの基金現在高 

 人口１人あたりの基金現在高は基金現在高の大きさを測る指標です。この額が低くなるほど、基

金の目的に沿った事業展開ができなくなる可能性があります。国立市の令和 5（2023）年度決算では、

本指標は 9.5 万円でした。 

 

  

 

 

 

 

 

○人口１人あたりの基金現在高の推移 

（単位：万円） 
2019 
(令和元) 

2020 
(令和 2) 

2021 
(令和 3) 

2022 
(令和 4) 

2023 
(令和 5) 

人口１人あたりの 

基金現在高 
7.5 8.2 8.7 9.2 9.5 

 

義務的経費比率の算出式 

 

普通会計の義務的経費充当一般財源等＋義務的経費充当市町村総合交付金 

× 100（％） 

              標準財政規模 

 

人口１人あたりの基金現在高の算出式 

 

      普通会計の当該年度末基金現在高（万円） 

      当該年度 1月 1日の国立市の人口（人） 
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□人口１人あたりの地方債現在高 

 人口１人あたりの地方債現在高は地方債現在高の大きさを測る指標です。この額が高くなるほど、

後年度において元利償還金が市財政を圧迫する可能性があります。国立市の令和 5（2023）年度決算

では、本指標は 15.6 万円でした。 

 

 

 

 

 

 

 

○人口１人あたりの地方債現在高の推移 

（単位：万円） 
2019 
(令和元) 

2020 
(令和 2) 

2021 
(令和 3) 

2022 
(令和 4) 

2023 
(令和 5) 

人口１人あたりの 

地方債現在高 
17.2 16.3 15.1 14.4 15.6 

 

 

□債務償還可能年数 

 債務償還可能年数は、市の実質債務（将来負担額から充当可能な基金残高等を控除した額）を、市

が経常的に確保できる資金（毎年度の収入から定例的に支出する額を除いた額）で返済する場合、

何年で償還できるかを示す理論値です。 

 

※「国立市健全な財政運営に関する条例施行規則」改正により算出式見直し（R2(2020)年度決算より適用）。 

 

この数値が大きいほど、債務の償還能力が低く、身の丈に合った財政運営ができていない可能性

があります。国立市の令和 5（2023）年度決算では、本指標は 2.8 年でした。 

 

 ○債務償還可能年数の推移 

（単位：年） 
2019 
(令和元) 

2020 
(令和 2) 

2021 
(令和 3) 

2022 
(令和 4) 

2023 
(令和 5) 

債務償還可能年数 8.6 2.9 1.8 2.2 2.8 

 

 人口１人あたりの地方債現在高の算出式 

 

      普通会計の当該年度末地方債現在高（万円） 

      当該年度 1月 1日の国立市の人口（人） 

 

債務償還可能年数の算出式 

 

将来負担額－充当可能財源 

経常一般財源等（歳入）等 － 経常経費充当財源等 
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人 千円

％ 千円

人 千円

％ 千円

0.992
1.018 ）

％

％

％

千円

千円

千円

千円

特 別 職 等 （ 現在 ）

議 長

副 議 長

議 員

議   員   定 　数   （ 21 人）

国民健康保険
（事業勘定） 加 入 世 帯 数 世帯

介護保険
（保険事業勘定） 被 保 険 者 数

人
介護保険

（介護サービス事業勘定） １世帯当り保険税調定額
円

後期高齢者医療
被保険者１人当り保険税調
定 額 円

下水道事業 有 被 保 険 者 １ 人 当 り 費 用
円

保 険 税 （ 料 ）
千円

保 険 給 付 費 千円

国民健康保険事業費納付金 千円

※（）書きは、早期健全化基準である。

 令 和 ５ 年 度 団 体 コ ー ド 132152 市 町 村 類 型 Ⅱ－３

 決    算     状     況
団 体 名 国立市 ５ 年 度 交 付 税 種 地 区 分 ２－９

人                              口 指定団体等の状況 事務の共同処理の状況 指             数             等

国
調

２年 77,130   過疎     首都
  山村      近郊整備
  離島      既成市街地
  不交付
  広域行政圏

＜ごみ・し尿処理＞

東京たま広域資源循環組合

多摩川衛生組合

＜収益事業＞

＜その他＞

東京市町村総合事務組合

立川・昭島・国立聖苑組合

東京都後期高齢者医療広域連
合

基 準 財 政 需 要 額 12,903,779

増減率（２年／27年） 4.7 基 準 財 政 収 入 額 13,134,340

住
民
基
本
台
帳

６．１．１ 75,889 標 準 財 政 規 模 17,104,542

対前年度増減率 △ 0.4
う ち 臨 時 財 政 対 策 債
発 行 可 能 額 0

（参考）６５才以上人口
６．１．１

18,407 人

面
積

8.15 ｋ㎡

財 政 力 指 数 単年度（

決算収支の状況（千円） 令和５年度 令和４年度
実 質 収 支 比 率 3.9

公 債 費 負 担 比 率

千円
 2．

歳    出    総    額
                       Ｂ 36,955,043 35,217,903

債 務 負 担 行 為 翌 年 度
以 降 支 出 予 定 額 Ｂ 13,501,607

7.8

 1．
歳    入    総    額
                       Ａ 37,639,719 36,013,772

経 常 収 支 比 率 98.9
地 方 債 現 在 高 Ａ
（ 特 定 資 金 公 共 投 資 事 業 債 除 く ） 11,844,275

）

 4．
翌年度に繰り越すべき財源
                       Ｄ 15,834 10,655 将 来 に わ た る 財 政 負 担

Ａ ＋ Ｂ － Ｃ 18,124,523 千円
 5．

実    質    収    支
（Ｃ－Ｄ）             Ｅ

 3．
歳 入 歳 出 差 引 額
（Ａ－Ｂ）         　  Ｃ 684,676 795,869

積 立 金 現 在 高 Ｃ
（ う ち 財 政 調 整 基 金 ）

7,221,359

（ 2,238,143

668,842 785,214 積 立 基 金 取 崩 額 752,696

健　全　化　判　断　比　率 ※
 7．

積        立        金
                       Ｇ 406,450 529,457

 8．
繰   上   償   還   金
                       Ｈ 0 0

実 質 赤 字 比 率

 6．
単   年   度   収   支
                       Ｆ △ 116,372 △ 246,036

収 益 事 業 収 入 0

－ (12.64) ％

(25.0) ％

10．
実 質 単 年 度 収 支
（Ｆ＋Ｇ＋Ｈ－Ｉ）     Ｊ △ 309,922 △ 316,579

将 来 負 担 比 率 - (350.0) ％

 9．
積  立  金  取  崩  額
                       Ｉ 600,000 600,000 実 質 公 債 費 比 率 2.5

連 結 実 質 赤 字 比 率 － (17.64) ％

一     般     職     員     （ ６．４．１ 現在 ） ６．４．１

区        分 
職   員   数
Ａ        人

４月分給料支払
総額  Ｂ 千円

１人当り支給月
額  Ｂ/Ａ  円

区            分 改定実施年月日
１ 人 当 り 平 均 給 料
（ 報 酬 ）月  額    円

一   般   職   員 444 144,407 325,241 市 町 村 長 R3.4.1 807,500

757,950

教 育 公 務 員 2 910 455,000 教 育 長 R3.4.1 720,000

うち技能労務職 2 744 372,000 副 市 町 村 長 R3.4.1

臨 時 職 員
議

H8.12.1 575,000

合        計 446

消 防 職 員 .　.

145,317 325,823 H8.12.1 515,000

事   業   名
法
適
用

実 質 収 支 額

         千円

普 通 会 計 か
ら の 繰 入 金
          千円

職  員  数

        人
会

H8.12.1 490,000

公

営

事

業

の

状

況

43,413 1,049,395 11 10,168

281,801 4 97,918

152,083 717,209 9 515,965

86,311 1,124,302 27
国

保

事

業

会

計

の

状

況

14,204

0 17,863 0 136,785

41,410

2,473,719

1,402,957

4,598,341



％

補     助

単     独

そ の 他

( ) ( )

( ) ( )

％

2.4
12.7
1.4
1.9

△ 1.0

1.3

1.3

2.2

個人均等割

( ) ( ) ( )

法人税割

歳                        入 性         質         別         歳         出

区        分
決  算  額 構成比

経 常 一 般
構成比

区        分
決  算  額 構成比

千円 ％千円千円 ％ 千円 ％ 千円

充 当 一 般 経 常 経 費 経常収支

財  源  等 財  源  等 充当一財等 比   率

4,977,008 4,848,705 27.5
地 方 譲 与 税 125,321 0.3 125,321 0.7 う ち 職 員 給 3,019,244

地 方 税 15,903,181 42.3 14,619,492 82.9 人 件 費 5,746,840 15.5

配 当 割 交 付 金 163,545 0.4 163,545 0.9

8.2 2,629,851 2,624,009 14.9
利 子 割 交 付 金 30,746 0.1 30,746 0.2 扶 助 費

公 債 費 1,723,445 4.7 1,723,445 1,723,445 9.8
12,363,614 33.5 4,302,459 3,367,159 19.1

地 方 消 費 税 交 付 金 1,823,371 4.8 1,823,371 10.4

株式等譲渡所得割交付金 175,579 0.5 175,579 1.0
一時借入金利子 25 0.0 25 25 0.0

1,723,420 4.7 1,723,420 1,723,420 9.8元 利 償 還 金

19,833,899 53.7 11,002,912 9,939,309 56.4
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金 0 0.0 0 0.0

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 0 0.0 0 0.0
小        計

自 動 車 税 環 境 性能 割交 付金 34,913 0.1 34,913 0.2

軽 油 引 取 税 ・ 自 動 車 取 得 税 交 付 金 933 0.0 933 0.0
物 件 費 5,160,530 14.0 3,477,968 3,166,489 18.0

地 方 特 例 交 付 金 57,620 0.2 57,620 0.3

法 人 事 業 税 交 付 金 308,113 0.8 308,113 1.8
維 持 補 修 費 162,690 0.4 143,302 143,302 0.8

普    通 0 0.0 0 0.0

地 方 交 付 税 72,825 0.2 0 0.0
積 立 金 996,958 2.7 904,827

3,750,965 10.2 2,735,010 2,146,416 12.2補 助 費 等

震災復興特別 0 0.0

特    別 72,825 0.2
繰 出 金 3,158,629 8.5 2,786,136 2,036,342 11.6

0 0.0 0 0 0.0投資及び出資金・貸付金

歳 入 一 般 財 源 等
小        計 18,704,147 49.7 17,347,633 98.4 う ち 人 件 費

0 0.0 0
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 0 0.0 0 0.0 投 資 的 経 費

交通安全対策特別交付金 8,000 0.0 8,000 0.0 前年度繰 上充 用金

分 担 金 ・ 負 担 金 193,737 0.5 0 0.0

内
　
訳

3,891,372 10.5 220,239

普通建設事業費 3,891,372 10.5 220,239

手 数 料 401,678 1.1 0 0.0 2,558,468

使 用 料 318,505 0.8 172,663 1.0
21,955,070 千円

67,967 0.2 67,967

1,332,904 3.6 17,444
6.9 202,795 経常経費充当一般財源等

国 庫 支 出 金 7,604,520 20.2 0 0.0 0
17,431,858 千円

都 支 出 金 5,597,353 14.9 災害復旧事業費 0 0.0 0
減収補塡債特例分及び

寄 附 金 100,152 0.3 合        計 36,955,043 100.0

財 産 収 入 116,683 0.3 104,434 0.6 失業対策事業費 0 0.0 0

一般財源等に加えない場合

繰 越 金 795,869 2.1 の経常収支比率

21,270,394 臨時財政対策債を歳入経常

繰 入 金 848,466 2.2

％

地 方 債 2,549,400 6.8

諸 収 入 409,209 1.1 3,730 0.0 98.9

合        計 37,639,719 100.0 17,628,460 100.0

うち臨時財政対策債 0 0.0

うち減収補塡債特例分 0 0.0

充 当 一 般

収入済額 財  源  等

千円

市              町              村              税 目       的       別       歳       出

区     分
決   算   額 構成比 増減率

基準
税額

×
100
75

超過課税分

千円 ％ 千円 千円 千円 ％

区     分
決  算  額 構成比

6.6 1,522,527

市町村民税

50.6

議 会 費 304,887 0.8 304,834
法 人 分 638,051 4.0 555,983 0 総 務 費

個 人 分 7,518,862 47.3 7,420,373 0
2,987,780 8.1 2,545,652

9,397,581固 定 資 産 税 5,721,531 0 民 生 費 18,694,315

市 町 村 た ば こ 税 430,519 2.7 423,488 労 働 費 177,726

軽 自 動 車 税 57,109 0.3 50,552 0 衛 生 費 2,431,750
5,974,951 37.6

0.5 115,357
72,761 0.2 69,295

特 別 土 地 保 有 税 0 0.0 0 商 工 費 153,007

鉱 産 税 0 0.0 0 0 農 林 水 産 業 費

0.4 100,196
法 定 外 普 通 税 0 0.0 0 土 木 費 2,725,165 7.4 2,081,554
目 的 税 1,283,689 8.1 0 0 消 防 費 1,118,299 3.0 690,669

6,565,908 17.8 2,719,284
事 業 所 税 0 0.0 0 災 害 復 旧 費 0

入 湯 税 0 0.0 0 0 教 育 費

0.0 0
都 市 計 画 税 1,283,689 8.1 0 公 債 費 1,723,445 4.6 1,723,445

法 定 外 目 的 税 0 0.0 0 諸 支 出 金 0 0.0 0

0 0.0 0

合　　　　　計 15,903,181 100.0 14,171,927 0 合           計 36,955,043

旧 法 に よ る 税 0 0.0 0 0 前 年 度 繰 上 充 用 金

100.0 21,270,394

納 税 義 務 者 数

令 和 ５ 年 度 大 規 模 事 業  （単位：百万円）

　

区           分

現    年
課 税 分

滞    納
繰 越 分

合    計食育推進・給食ステーション整備事業　　　　　　　  　　　 2,495
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業　     　875
小学校施設改築事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　     467
小学校非構造部材耐震化対策工事　　　　　　　　　　       　235
南部地域道路新設改良工事　　　　　　　　　　　　　　       148
旧本田家住宅解体復元及び管理事業　　　　　　　　　       　145
新型コロナウイルスワクチン接種事業                         145
国立駅周辺道路新設改良工事　　　　　　　　　　　　       　 74
デジタル地域通貨事業                                        58
子育て世帯生活支援特別給付金 　　　　　　　　　         　　58

( 徴 収 猶 予 分 除 く ) 99.7 62.4 99.5

市 町 村 民 税 99.6 59.1 99.3

％ ％  ％

市 町 村 税 合 計 99.7 62.4 99.5

2,811 人
国民健康保険税（料） 98.0 49.1 95.2

41,448 人

純 固 定 資 産 税 99.8 70.5 99.7
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地方財政用語集（対義語：⇔ 参考：⇒） 

用語 説明 

あ行 依存財源 地方公共団体の財源のうち、国や都に依存して調達する財

源。地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、都支出金、市債

など。⇔自主財源 

 一般会計 地方公共団体において、基本的な行政運営にかかる経費を経

理するために置く会計。⇔特別会計・公営企業会計 

 一般財源 使途が特定の目的に限定されず、どのような経費にも充当す

ることができる財源。具体的には、市税、税連動交付金、地

方交付税などが該当する。⇔特定財源 

か行 基金 一般会計や特別会計とは別に、資金を運用するために設置す

る財産。⇒財政調整基金、特定目的基金、定額運用基金 

 起債 地方債を発行して現金を借入れること。 

 基準財政収入額 普通交付税算定上の指標で、市税や地方消費税交付金等の収

入見込額の 75％と地方譲与税等の収入見込額の 100％の

合計額を指し、交付税算定上の標準的な収入額を表してい

る。この額が基準財政需要額を下回ると、普通交付税が交付

されることになる。⇒留保財源 

 基準財政需要額 普通交付税算定上の指標で、標準的な行政サービス提供にか

かる経費の合計額を指し、各費目の経費は「単位費用×測定

単位×補正係数」といった算式で算定されている。 

 義務的経費 人件費、扶助費、公債費の合計額を指す。法令や契約等に基

づいて毎年度義務的に支出しなければならない経費であり、

任意に削減できない極めて硬直性の強い経費。この額が大き

くなると、裁量性のある事業に投入できる財源が少なくな

り、行政運営上支障となる可能性がある。 

 形式収支 歳入決算額から歳出決算額を単純に差し引いた額。 

 経常財源 毎年収入されることが見込まれる財源のこと。⇔臨時財源 

 決算カード 決算統計や各種統計の数値を表にまとめたもの。⇒決算統計 

 決算統計 総務省が毎年実施している地方財政状況調査の通称。全国の

地方公共団体の普通会計を対象とした決算に関する調査で、

この結果をもとに翌年度の地方財政計画を策定する。⇒普通

会計 

 公営企業会計 地方公営企業法の一部（財務規定等）を適用した会計。発生

主義に基づく複式簿記による会計処理であり、出納整理期間

がない。国立市においては下水道事業会計に適用。 



 

  

 公債費負担比率 一般財源総額に対する公債費充当一般財源の比率。15%が

警戒ライン、20%が危険ラインとされている。 

さ行 財政健全化法 正式には「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」とい

う法律で、地方公共団体における財政破たんを未然に防ぐた

めに各種指標を用いて毎年の財政状況を確認することが義

務付けられている。 

 財政調整基金 年度間の財源を調整し、安定的な財政運営を図ることを目的

とする基金。剰余金を積立て、財源が不足する場合に取崩し

を行うことで調整を図る。⇔特定目的基金 

 財政力指数 基準財政収入額を基準財政需要額で割った数値で、通常は直

近 3 ヵ年の平均を用いる。この指数が単年度で 1 を超える

場合に、普通交付税が不交付となる。 

 市債（地方債） 特定の事業（おもに建設事業）の実施のために証券または証

書を発行して借入れる資金のこと。 

 自主財源 地方公共団体の財源のうち、自力で調達できる財源。市税、

手数料、使用料、寄附金など。⇔依存財源 

 市町村総合交付金 多摩地域及び島しょ地域の振興に資するため、それぞれの市

町村が実施する事業の財源補完的に交付される、都からの補

助金。 

 実質収支 形式収支から、翌年度に繰り越すべき財源を控除した額。一

般的に地方公共団体の黒字・赤字とは実質収支が黒字・赤字

のことをいう。 

 実質収支比率 標準財政規模に対する実質収支の比率。3～5％が望ましい

とされている。 

 実質単年度収支 単年度収支に財政調整基金積立金と繰上償還額を加え、財政

調整基金取崩額を控除した額。 

 償還 おもに地方債の返済を指す言葉。 

 税連動交付金 法令の規定に基づいて国税や都道府県税の収入額に応じて

交付される交付金の総称。利子割交付金や配当割交付金等。 

た行 単年度収支 当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額。 

 地方財政計画 内閣が作成する、翌年度の地方公共団体の歳入歳出総額の見

込額に関する書類。 

 地方交付税 地方公共団体の自主性を損なわずに、地方公共団体の行政需

要のために、国税の一定割合を財源として交付される税のこ

と。普通交付税と特別交付税がある。 

 特定財源 あらかじめ使途の決まった財源。具体的には、国庫支出金、

都支出金、地方債などが該当する。⇔一般財源 



□資料編 

  

 特定目的基金 公共施設整備や青少年教育など、使い道となる目的を定めて

積立て、運用する基金。⇔財政調整基金 

 特別会計 地方公共団体において、特定の事業にかかる経費を経理する

ために、法令又は条例の規定に基づいて設置する会計。国立

市においては国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後

期高齢者医療特別会計の３つがある。⇔一般会計・公営企業

会計 

 特別交付税 特別な行財政需要に応じて交付される地方交付税。 

は行 標準財政規模 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経

常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交

付税を加算した額。 

 普通会計 地方公共団体の会計は、団体により様々でありそのままでは

比較が困難なため、団体間において財政状況の比較を行うた

めに対象とする経費を揃えた統計上の会計。 

 普通交付税 全国どの地方自治体においても最低限の行政サービスを提

供するため、所得税等の国税を原資として基準財政需要額に

対して基準財政収入額が不足する場合に交付される地方交

付税。 

 普通税 使途を定めずに徴収する税。市民税や固定資産税など。⇔目

的税 

ま行 目的税 特定の行政目的のために使うことを定めて徴収する税。都市

計画税や入湯税など。⇔普通税 

ら行 留保財源 基準財政収入額の算定において、算入されなかった率分

（25％）の税収等。留保財源を控除した上で、不足額が普

通交付税で措置されるため、制度上は、地方公共団体におい

て普通交付税制度が対象としていない、その団体独自の行政

経費に留保財源を充てることができるとされている。 

 臨時財源 一時的または毎年収入されるとは限らない収入のこと。⇔経

常財源 

 臨時財政対策債 基準財政需要額が基準財政収入額を上回る地方自治体にお

いて発行が許可される、地方債の種類の一つ。国の交付税特

別会計において財源が不足した場合、かつては国債を発行し

て穴埋めを行っていたが、財源不足団体自らが起債すること

によってその財源補てんとする代わりに、その償還経費は後

年度において全額が基準財政需要額に算入されることとな

っている。 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決算概況 令和 5（2023）年度決算 
 

令和 6 (2024)年 9 月 

国立市政策経営部政策経営課 

〒186-8501 東京都国立市富士見台２-４７-１ 

電話：042-576-2111（代表） ／ FAX：042-576-0264 

e-mail：sec_zaisei@city.kunitachi.lg.jp 


